
岩手県告示第788号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２の３第１項の規定に基づき、県営下門岡

地区土地改良事業に係る換地計画を定めるに当たり、次の土地を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定める土地と

して指定した。 

  平成20年11月21日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

地積を特に減じて換地を定める土地の所在等 

所 在 地 番 地 目 用 途 地 積 特に減じる地積 

 

北上市稲瀬町押切 

北上市稲瀬町金附 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

北上市稲瀬町中谷起 

〃 

〃 

〃 

北上市稲瀬町古河 

北上市稲瀬町前田 

〃 

〃 

北上市稲瀬町山岸 

〃 

〃 

 

259番１ 

68番４ 

86番３ 

89番 

101番１ 

124番 

151番 

４番５ 

５番２ 

56番４ 

59番１ 

76番 

201番１ 

249番 

295番１ 

20番２ 

23番 

185番１ 

 

畑 

〃 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

畑 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

畑 

〃 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

畑 

〃 

〃 

田 

畑 

雑種地 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

㎡ 

946 

705 

1,205 

1,190 

1,478 

989 

1,065 

1,487 

1,302 

991 

1,414 

1,645 

2,308 

1,028 

275 

1,001 

1,021 

681 

㎡

510

257

624

448

1,184

147

661

759

1,261

145

780

285

246

660

21

976

588

51
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